
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

七

福
島
県
人
事
委
員
会

○
県
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

八

○
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

八

規

則

福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進

法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
六
月
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
五
十
六
号

福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
貸
付
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
福
島
県
規
則
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
、
こ
れ
に

順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
）
を
付
し
た
部
分
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す

る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

１
及
び
２

（
略
）

１
及
び
２

（
略
）

３

合
併
市
町
村
（
旧
過
疎
地
域
自
立
促
進

３

合
併
市
町
村
（
過
疎
地
域
自
立
促
進
特

特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五

別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
過
疎
地

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
過
疎
地
域
を

域
を
そ
の
区
域
と
す
る
市
町
村
及
び
別
表

そ
の
区
域
と
す
る
市
町
村
及
び
別
表
第
二

第
二
公
共
施
設
等
整
備
事
業
枠
の
部
準
過

公
共
施
設
等
整
備
事
業
枠
の
部
準
過
疎
地

疎
地
域
振
興
事
業
の
項
に
規
定
す
る
市
町

域
振
興
事
業
の
項
に
規
定
す
る
準
過
疎
地

村
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
合
併
関
係
市

域
振
興
事
業
対
象
町
村
を
除
く
。
）
で
あ

町
村
（
市
町
村
の
合
併
に
よ
り
そ
の
区
域

つ
て
、
合
併
関
係
市
町
村
（
市
町
村
の
合

の
全
部
又
は
一
部
が
合
併
市
町
村
の
区
域

併
に
よ
り
そ
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が

の
一
部
と
な
つ
た
市
町
村
を
い
う
。
）
に

合
併
市
町
村
の
区
域
の
一
部
と
な
つ
た
市

別
表
第
二
公
共
施
設
等
整
備
事
業
枠
の
部

町
村
を
い
う
。
）
に
別
表
第
二
公
共
施
設

準
過
疎
地
域
振
興
事
業
の
項
に
該
当
す
る

等
整
備
事
業
枠
の
部
準
過
疎
地
域
振
興
事

市
町
村
（
当
該
市
町
村
の
合
併
が
行
わ
れ

業
の
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
町

た
日
の
前
日
に
お
い
て
こ
の
項
の
規
定
の

村
（
当
該
市
町
村
の
合
併
が
行
わ
れ
た
日

適
用
を
受
け
て
い
た
市
町
村
を
含
む
。
以

の
前
日
に
お
い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用

下
「
旧
準
過
疎
市
町
村
」
と
い
う
。
）
が

を
受
け
て
い
た
町
村
を
含
む
。
以
下
「
旧

含
ま
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
合
併

準
過
疎
町
村
」
と
い
う
。
）
が
含
ま
れ
る

市
町
村
が
旧
準
過
疎
市
町
村
の
区
域
に
係

も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
合
併
市
町
村
が

る
準
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
計
画
を
策
定

旧
準
過
疎
町
村
の
区
域
に
係
る
準
過
疎
地

し
、
当
該
計
画
に
基
づ
い
て
旧
準
過
疎
市

域
自
立
促
進
計
画
を
策
定
し
、
当
該
計
画

町
村
の
区
域
に
お
い
て
別
表
第
一
公
共
施

に
基
づ
い
て
旧
準
過
疎
町
村
の
区
域
に
お

設
等
整
備
事
業
枠
の
部
準
過
疎
地
域
振
興

い
て
別
表
第
一
公
共
施
設
等
整
備
事
業
枠

事
業
の
項
に
規
定
す
る
貸
付
対
象
事
業
を

の
部
準
過
疎
地
域
振
興
事
業
の
項
に
規
定

実
施
す
る
場
合
に
限
り
、
別
表
第
二
の
規

す
る
貸
付
対
象
事
業
を
実
施
す
る
場
合
に

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
条
第
一
項
の
公

限
り
、
別
表
第
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

共
施
設
等
整
備
事
業
枠
に
係
る
第
一
条
に

第
二
条
第
一
項
の
公
共
施
設
等
整
備
事
業

規
定
す
る
資
金
の
貸
付
対
象
市
町
村
と
み

枠
に
係
る
第
一
条
に
規
定
す
る
資
金
の
貸

な
す
。

付
対
象
市
町
村
と
み
な
す
。

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

区
分

対
象

対
象
市
町
村

区
分

対
象

対
象
市
町
村

事
業

事
業

公
共

（
略
）

（
略
）

公
共

（
略
）

（
略
）

施
設

施
設

等
整

準
過

令
和
三
年
三
月
三

等
整

準
過

次
の
各
号
の
い
ず

備
事

疎
地

十
一
日
に
お
い
て

備
事

疎
地

れ
か
に
該
当
す
る

業
枠

域
振

旧
過
疎
地
域
自
立

業
枠

域
振

町
村
の
う
ち
、
準

興
事

促
進
特
別
措
置
法

興
事

過
疎
地
域
自
立
促
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業

第
二
条
第
一
項
の

業

進
計
画
（
知
事
が

規
定
に
基
づ
く
過

別
に
定
め
る
方
法

疎
地
域
を
そ
の
区

に
よ
り
町
村
が
策

域
と
す
る
市
町
村

定
し
た
準
過
疎
地

の
う
ち
、
過
疎
地

域
に
お
け
る
自
立

域
の
持
続
的
発
展

の
促
進
に
関
す
る

の
支
援
に
関
す
る

計
画
を
い
う
。
）

特
別
措
置
法
（
令

を
策
定
し
、
当
該

和
三
年
法
律
第
十

計
画
に
基
づ
い
て

九
号
。
）
第
二
条

別
表
第
一
に
規
定

第
一
項
に
規
定
す

す
る
準
過
疎
地
域

る
過
疎
地
域
を
そ

振
興
事
業
を
実
施

の
区
域
と
す
る
市

す
る
町
村
（
過
疎

町
村
以
外
の
市
町

地
域
自
立
促
進
特

村
で
あ
つ
て
、
準

別
措
置
法
第
二
条

過
疎
地
域
持
続
的

第
一
項
に
規
定
す

発
展
計
画
（
知
事

る
過
疎
地
域
を
そ

が
別
に
定
め
る
方

の
区
域
と
す
る
町

法
に
よ
り
市
町
村

村
を
除
く
。
以
下

が
策
定
し
た
準
過

「
準
過
疎
地
域
振

疎
地
域
に
お
け
る

興
事
業
対
象
町
村
」

持
続
的
な
発
展
に

と
い
う
。
）

関
す
る
計
画
を
い

一

平
成
十
年
度

う
。
）
を
策
定
し
、

の
財
政
力
指
数

当
該
計
画
に
基
づ

（
地
方
交
付
税

い
て
別
表
第
一
に

法
第
十
四
条
の

規
定
す
る
準
過
疎

規
定
に
よ
り
算

地
域
振
興
事
業
を

定
し
た
基
準
財

実
施
す
る
市
町
村

政
収
入
額
を
同

法
第
十
一
条
の

規
定
に
よ
り
算

定
し
た
基
礎
財

政
需
要
額
で
除

し
て
得
た
数
値

で
当
該
年
度
を

含
む
過
去
三
箇

年
度
に
係
る
も

の
を
合
算
し
た

も
の
の
三
分
の

一
の
数
値
を
い

う
。
以
下
同

じ
。
）
が
〇
・

四
二
以
下
で
あ

り
、
か
つ
、
次

の
い
ず
れ
か
の

要
件
に
該
当
す

る
町
村
（
特
定

市
町
村
で
あ
る

町
村
に
あ
つ
て

は
、
財
政
計
画

策
定
市
町
村
で

あ
る
町
村
に
限

る
。
）

ア

昭
和
三
十

五
年
の
国
勢

調
査
の
結
果

に
よ
る
人
口

と
平
成
七
年

の
国
勢
調
査

の
結
果
に
よ

る
人
口
と
に

よ
り
算
定
し

た
人
口
減
少

率
（
以
下
こ

の
号
に
お
い

て
単
に
「
人

口
減
少
率
」

と
い
う
。
）

が
〇
・
二
五

以
上
〇
・
三

未
満
で
あ
る

こ
と
。

イ

人
口
減
少

率
が
〇
・
二

以
上
〇
・
二

五
未
満
で
あ

り
、
か
つ
、

平
成
七
年
の

───────────────────────────────────────────────────────────
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国
勢
調
査
の

結
果
に
よ
る

人
口
に
対
す

る
当
該
人
口

の
う
ち
六
十

五
歳
以
上
の

人
口
の
比
率

が
〇
・
一
九

以
上
で
あ
る

こ
と
。

ウ

人
口
減
少

率
が
〇
・
二

以
上
〇
・
二

五
未
満
で
あ

り
、
か
つ
、

平
成
七
年
の

国
勢
調
査
の

結
果
に
よ
る

人
口
に
対
す

る
当
該
人
口

の
う
ち
十
五

歳
以
上
三
十

歳
未
満
の
人

口
の
比
率
が

〇
・
一
八
以

下
で
あ
る
こ

と
。

エ

昭
和
四
十

五
年
の
国
勢

調
査
の
結
果

に
よ
る
人
口

と
平
成
七
年

の
国
勢
調
査

の
結
果
に
よ

る
人
口
と
に

よ
り
算
定
し

た
人
口
減
少

率
が
〇
・
一

六
以
上
〇
・

一
九
未
満
で

あ
る
こ
と
。

二

平
成
十
二
年

度
の
財
政
力
指

数
が
〇
・
四
二

以
下
で
あ
り
、

か
つ
、
次
の
い

ず
れ
か
の
要
件

に
該
当
す
る
町

村
（
特
定
市
町

村
で
あ
る
町
村

に
あ
つ
て
は
、

財
政
計
画
策
定

市
町
村
で
あ
る

町
村
に
限
る
。
）

ア

昭
和
四
十

年
の
国
勢
調

査
の
結
果
に

よ
る
人
口
と

平
成
十
二
年

の
国
勢
調
査

の
結
果
に
よ

る
人
口
と
に

よ
り
算
定
し

た
人
口
減
少

率
（
以
下
こ

の
号
に
お
い

て
単
に
「
人

口
減
少
率
」

と
い
う
。
）

が
〇
・
二
五

以
上
〇
・
三

未
満
で
あ
る

こ
と
。

イ

人
口
減
少

率
が
〇
・
二

以
上
〇
・
二

五
未
満
で
あ

り
、
か
つ
、
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平
成
十
二
年

の
国
勢
調
査

の
結
果
に
よ

る
人
口
に
対

す
る
当
該
人

口
の
う
ち
六

十
五
歳
以
上

の
人
口
の
比

率
が
〇
・
一

九
以
上
で
あ

る
こ
と
。

ウ

人
口
減
少

率
が
〇
・
二

以
上
〇
・
二

五
未
満
で
あ

り
、
か
つ
、

平
成
十
二
年

の
国
勢
調
査

の
結
果
に
よ

る
人
口
に
対

す
る
当
該
人

口
の
う
ち
十

五
歳
以
上
三

十
歳
未
満
の

人
口
の
比
率

が
〇
・
一
八

以
下
で
あ
る

こ
と
。

エ

昭
和
五
十

年
の
国
勢
調

査
の
結
果
に

よ
る
人
口
と

平
成
十
二
年

の
国
勢
調
査

の
結
果
に
よ

る
人
口
と
に

よ
り
算
定
し

た
人
口
減
少

率
が
〇
・
一

六
以
上
〇
・

一
九
未
満
で

あ
る
こ
と
。

三

平
成
二
十
四

年
度
の
財
政
力

指
数
が
〇
・
四

九
以
下
で
あ
り
、

か
つ
、
次
の
い

ず
れ
か
の
要
件

に
該
当
す
る
町

村
（
特
定
市
町

村
で
あ
る
町
村

に
あ
つ
て
は
、

財
政
計
画
策
定

市
町
村
で
あ
る

町
村
に
限
る
。
）

ア

昭
和
四
十

年
の
国
勢
調

査
の
結
果
に

よ
る
人
口
と

平
成
二
十
二

年
の
国
勢
調

査
の
結
果
に

よ
る
人
口
と

に
よ
り
算
定

し
た
人
口
減

少
率
（
以
下

こ
の
号
に
お

い
て
単
に
「
人

口
減
少
率
」

と
い
う
。
）

が
〇
・
三
一

以
上
〇
・
三

三
未
満
で
あ

る
こ
と
。

イ

人
口
減
少

率
が
〇
・
二

六
以
上
〇
・

二
八
未
満
で
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あ
り
、
か
つ
、

平
成
二
十
二

年
の
国
勢
調

査
の
結
果
に

よ
る
人
口
に

対
す
る
当
該

人
口
の
う
ち

六
十
五
歳
以

上
の
人
口
の

比
率
が
〇
・

二
九
以
上
で

あ
る
こ
と
。

ウ

人
口
減
少

率
が
〇
・
二

六
以
上
〇
・

二
八
未
満
で

あ
り
、
か
つ
、

平
成
二
十
二

年
の
国
勢
調

査
の
結
果
に

よ
る
人
口
に

対
す
る
当
該

人
口
の
う
ち

十
五
歳
以
上

三
十
歳
未
満

の
人
口
の
比

率
が
〇
・
一

四
以
下
で
あ

る
こ
と
。

エ

昭
和
六
十

年
の
国
勢
調

査
の
結
果
に

よ
る
人
口
と

平
成
二
十
二

年
の
国
勢
調

査
の
結
果
に

よ
る
人
口
と

に
よ
り
算
定

し
た
人
口
減

少
率
が
〇
・

一
八
以
上
〇
・

一
九
未
満
で

あ
る
こ
と
。

四

平
成
二
十
七

年
度
の
財
政
力

指
数
が
〇
・
五

以
下
で
あ
り
、

か
つ
、
次
の
い

ず
れ
か
の
要
件

に
該
当
す
る
町

村
（
特
定
市
町

村
で
あ
る
町
村

に
あ
つ
て
は
、

財
政
計
画
策
定

市
町
村
で
あ
る

町
村
に
限
る
。
）

ア

昭
和
四
十

五
年
の
国
勢

調
査
の
結
果

に
よ
る
人
口

と
平
成
二
十

七
年
の
国
勢

調
査
の
結
果

に
よ
る
人
口

と
に
よ
り
算

定
し
た
人
口

減
少
率
（
以

下
こ
の
号
に

お
い
て
単
に

「
人
口
減
少

率
」
と
い

う
。
）
が
〇
・

三
一
以
上
〇
・

三
二
未
満
で

あ
る
こ
と
。

イ

人
口
減
少

率
が
〇
・
二

六
以
上
〇
・
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二
七
未
満
で

あ
り
、
か
つ
、

平
成
二
十
七

年
の
国
勢
調

査
の
結
果
に

よ
る
人
口
に

対
す
る
当
該

人
口
の
う
ち

六
十
五
歳
以

上
の
人
口
の

比
率
が
〇
・

三
五
以
上
で

あ
る
こ
と
。

ウ

人
口
減
少

率
が
〇
・
二

六
以
上
〇
・

二
七
未
満
で

あ
り
、
か
つ
、

平
成
二
十
七

年
の
国
勢
調

査
の
結
果
に

よ
る
人
口
に

対
す
る
当
該

人
口
の
う
ち

十
五
歳
以
上

三
十
歳
未
満

の
人
口
の
比

率
が
〇
・
一

一
以
下
で
あ

る
こ
と
。

エ

平
成
二
年

の
国
勢
調
査

の
結
果
に
よ

る
人
口
と
平

成
二
十
七
年

の
国
勢
調
査

の
結
果
に
よ

る
人
口
と
に

よ
り
算
定
し

た
人
口
減
少

率
が
〇
・
二

以
上
〇
・
二

一
未
満
で
あ

る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

こ
の
表
に
規
定
す
る
数
値
（
実
質

公
債
費
比
率
を
除
く
。
）
を
算
定
す
る

場
合
の
端
数
処
理
に
つ
い
て
は
、
過
疎

地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平

成
十
二
年
政
令
第
百
七
十
五
号
）
第
三

条
の
例
に
よ
る
。

様
式
第
１
号

（第
５
条
関
係

）

様
式
第
１
号

（第
５
条
関
係

）

第
号

第
号

年
月

日
年

月
日

福
島
県
知
事

福
島
県
知
事

（市
町
村
長

）

（市
町
村
長

）

印

福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
借
入
申
請
書

福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
借
入
申
請
書

福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
貸
付
規
則
第
５

福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
貸
付
規
則
第
５

条
の
規
定
に
よ
り

下
記
の
と
お
り
申
請
し

条
の
規
定
に
よ
り

下
記
の
と
お
り
申
請
し

、
、

ま
す

ま
す

。
。

記
記

１

（略

）

１

（略

）

２

（略

）

２

（略

）

３

（略

）

３

（略

）

４

（略

）

４

（略

）

様
式
第
５
号

（第
10条

関
係

）

様
式
第
５
号

（第
10条

関
係

）

第
号

第
号

年
月

日
年

月
日

福
島
県
知
事

福
島
県
知
事

（市
町
村
長

）

（市
町
村
長

）

印
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福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
繰
上
償
還
申
請
書

福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
繰
上
償
還
申
請
書

福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
貸
付
規
則
第
10

福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
貸
付
規
則
第
10

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

下
記
の
と
お
り

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

下
記
の
と
お
り

、
、

申
請
し
ま
す

申
請
し
ま
す

。
。

記
記

１
（略
）

１

（略

）

２

（略
）

２

（略

）

３

（略

）

３

（略

）

４

（略

）

４

（略

）

５

（略

）

５

（略

）

６

（略

）

６

（略

）

７

（略

）

７

（略

）

８

（略

）

８

（略

）

様
式
第
６
号

（第
12条

関
係

）

様
式
第
６
号

（第
12条

関
係

）

第
号

第
号

年
月

日
年

月
日

福
島
県
知
事

福
島
県
知
事

（市
町
村
長

）

（市
町
村
長

）

印

福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
債
務
承
継
報
告
書

福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
債
務
承
継
報
告
書

（債
務
被
承
継
市
町
村

）か
ら
福
島
県
市

（債
務
被
承
継
市
町
村

）か
ら
福
島
県
市

町
村
振
興
基
金
に
係
る
債
務
を
下
記
の
と
お

町
村
振
興
基
金
に
係
る
債
務
を
下
記
の
と
お

り
承
継
し
た
の
で

福
島
県
市
町
村
振
興
基

り
承
継
し
た
の
で

福
島
県
市
町
村
振
興
基

、
、

金
貸
付
規
則
第
12条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り

金
貸
付
規
則
第
12条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り

報
告
し
ま
す

報
告
し
ま
す

。
。

記
記

１

（略

）

１

（略

）

２

（略

）

２

（略

）

３

（略

）

３

（略

）

４

（略

）

４

（略

）

５

（略

）

５

（略

）

様
式
第
７
号

（第
12条

関
係

）

様
式
第
７
号

（第
12条

関
係

）

第
号

第
号

年
月

日
年

月
日

福
島
県
知
事

福
島
県
知
事

債
務
被
承
継

（市
町
村
長

）

債
務
被
承
継

（市
町
村
長

）

印
債
務
承
継

（市
町
村
長

）

債
務
承
継

（市
町
村
長

）

印

福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
債
務
承
継
承
認

福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
債
務
承
継
承
認

申
請
書

申
請
書

福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
に
係
る
債
務
を

福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
に
係
る
債
務
を

下
記
の
と
お
り
債
務
の
引
受
け
に
よ
り
承
継

下
記
の
と
お
り
債
務
の
引
受
け
に
よ
り
承
継

す
る
こ
と
と
し
た
の
で

福
島
県
市
町
村
振

す
る
こ
と
と
し
た
の
で

福
島
県
市
町
村
振

、
、

興
基
金
貸
付
規
則
第
12条

第
２
項
の
規
定
に

興
基
金
貸
付
規
則
第
12条

第
２
項
の
規
定
に

よ
り
承
認
願
い
た
く
申
請
し
ま
す

よ
り
承
認
願
い
た
く
申
請
し
ま
す

。
。

記
記

１

（略

）

１

（略

）

２

（略

）

２

（略

）

３

（略

）

３

（略

）

４

（略

）

４

（略

）

５

（略

）

５

（略

）

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
市
町
村
財
政
課
）

福
島
県
規
則
第
五
十
七
号

福
島
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
（
平
成
十
年
福
島
県
規
則
第
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
第
十
条
第
三
項
」
を
「
第
十
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
号
中
「第

10条
第
３
項

」
を
「第

10条
第
４
項

」
に
、
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産

業
規
格

」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
号
か
ら
様
式
第
十
六
号
ま
で
及
び
様
式
第
十
八
号
か
ら
様
式
第
二
十
五
号
ま
で
の
規
定
中

「日
本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
六
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行

細
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
十
六
号
及
び
様
式
第
十
八

号
か
ら
様
式
第
二
十
五
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
等
は
、
改
正
後
の
福
島
県
特
定
非
営
利
活
動

促
進
法
施
行
細
則
様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
十
六
号
及
び
様
式
第
十
八
号
か
ら
様
式
第
二
十
五
号
ま

で
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
等
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
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所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
文
化
振
興
課
）

福
島
県
人
事
委
員
会

県
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
六
月
八
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

齋

藤

記

子

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号

県
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

県
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
「
出
納
局
長
」
を
「
出
納
局
長

風
評
・
風
化
戦
略
担
当
理
事
」
に
、
「
知
事
公
室
長

風

「
博
物
館

館
長

副
館
長

事
務
長

評
・
風
化
対
策
監
」
を
「
知
事
公
室
長
」
に
、

を
「
博
物

自
然
の
家

所
長

次
長

」

館

館
長

副
館
長

事
務
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
総
務
審
査
課
）

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
六
月
八
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

齋

藤

記

子

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
知
事
部
局
の
項
中
「
危
機
管
理
監
」
の
下
に
「
、
風
評
・
風
化
戦
略
担
当
理
事
」
を
加
え

る
。別

表
第
二
知
事
部
局
の
本
庁
機
関
の
項
中
「
第
二
十
二
条
の
三
に
規
定
す
る
風
評
・
風
化
対
策
監
、

第
二
十
二
条
の
四
」
を
「
第
二
十
二
条
の
三
」
に
、
「
第
二
十
二
条
の
五
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
」

に
、
「
第
二
十
二
条
の
六
」
を
「
第
二
十
二
条
の
五
」
に
、
「
第
二
十
二
条
の
七
」
を
「
第
二
十
二
条

の
六
」
に
改
め
、
「
復
興
住
宅
担
当
課
長
」
の
下
に
「
並
び
に
福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
（
令
和
三
年
福
島
県
規
則
第
五
十
二
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
福
島
県
行
政
組
織
規
則
第
二
十

二
条
の
三
に
規
定
す
る
風
評
・
風
化
対
策
監
及
び
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
復
興
推
進
本
部
担
当
課
長
」

を
加
え
、
同
表
教
育
委
員
会
（
教
育
庁
を
除
く
。
）
の
項
中
「
、
福
島
県
自
然
の
家
組
織
規
則
（
平
成

二
十
一
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
所
長
」
を
削
り
、
「
第
四

条
一
項
に
規
定
す
る
所
長
」
を
「
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
所
長
並
び
に
福
島
県
自
然
の
家
規
則
を

廃
止
す
る
規
則
（
令
和
三
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
に
よ
る
廃
止
前
の
福
島
県
自
然
の

家
組
織
規
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
所
長
」
に
改
め
、
同
表
企
業
局
の
項
中
「
並
び
に
」
の
次
に

「
福
島
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
令
和
三
年
福
島
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号
）

に
よ
る
改
正
前
の
福
島
県
企
業
局
組
織
規
程
」
を
加
え
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
総
務
審
査
課
）


